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利用者によるタクシーの選択性の向上を目的とした

評価制度の骨子（案）

資料３
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１．評価制度を構築する上での問題点と対応（案）

○ 全国で、一律の基準で実施することが望ましいが、適正化事業の行わ

れていない地域では管理のための情報も人員も十分ではない

○ 法令遵守、社内管理体制、接遇などについて、訪問審査やモニター調

査を行うことが望ましいが、評価者の負担が大きい

○ 運転者個人の評価が望ましいが、業務量が膨大になる恐れがある

○ 現在すでに評価制度があり、さらに評価制度を増やすと利用者が混乱

する恐れがある

評価制度を構築する上での問題点

○ 書類審査を中心とした簡易な制度とすることで、全国で実施可能にする

○ 制度発足当初は、訪問審査やモニター調査を行わず、自己申告及び書

類審査で評価を行う

○ 運転者個人の評価は基準のみ決めた上で、事業者に一任する

○ 現行制度はそのまま活用するが、評価の表示を統一する

対応（案）
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２．評価の実施方法

書類審査を中心とした簡易な制度とすることで、全国で実施可能にする

※「最優良」や「優良」の呼称については、実際の制度設計時に、利用者へのわかりやすさ、
表現の妥当性、現行制度との調整といった観点から具体的に検討する

認定なし

「優良」事業者

「最優良」事業者
優
良
事
業
者

通
常
の
事
業
者

・申請をしない場合
・前提項目に係る問題が発見された場合

○ 利用者利便向上の観点から、「全国での制度実施」の実現を最優先する
○ 大都市圏以外でも実施可能なように、評価者の審査負担を減らすため、

「最優良」「優良」の2段階とも、書類審査のみで評価を行う

（優良評価において、特に取り組みレベルの高い事業者を「最優良」として認定する）

申
請

書類審査

高い
取組みレベル

基本的な
取組みレベル

前提項目を全て満た
していることを確認
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３．評価項目

評価：以下の大分類ごとに一定レベルの基準を満たす

安
全
管
理
体
制

（
法
令
レ
ベ
ル
以
上
）

健康管理健康管理

研修研修

実
績

接
遇

法令遵守 安全実績 行政処分の状況

評価を行う前提

基本的なレベルの基準を満たした場合・・・「優良」と評価
高いレベルの基準を満たした場合 ・・・「最優良」と評価

方針・施策方針・施策

設備投資設備投資

車両管理車両管理

事故・違反者への指導事故・違反者への指導

事故・違反の記録・分析事故・違反の記録・分析

内部監査・改善内部監査・改善

接遇教育接遇教育

苦情対応マニュアル苦情対応マニュアル

苦情の記録・分析苦情の記録・分析

など

など

など

表彰表彰

事故発生率事故発生率 苦情発生率苦情発生率

違反発生率違反発生率

制度発足当初は、訪問審査やモニター調査を行わず、自己申告及び書類審査で評価を行う

セ
ル
フ
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト

に
よ
る
自
己
申
告

書
類
に
よ
る
審
査

※具体的な前提項目及び評価項目については、 資料３別紙１ 及び 資料３別紙２ をご参照
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４．評価の単位

運転者個人の評価は基準のみ決めた上で、事業者に一任する

＜例＞

審査結果：優良の事業者 「５割」の車両に証票を貼付できる

「優良」

＜乗務員の条件（例）＞

一定期間以上無事故・無違反

審査結果：最優良の事業者 「７割５分」の車両に証票を貼付できる

「最優良」

事業者単位の評価事業者単位の評価とした上で、法人事業者の評価にあたっては、

優良と認定された証票証票を貼付できる車両の割合をを貼付できる車両の割合を審査結果に応じて定め、

また、当該車両に乗車できる乗務員の条件乗車できる乗務員の条件も別途定める。
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５．新たな評価制度の対象と既存の評価制度との関係

新たな評価制度新たな評価制度

法人

東京特別区・武三地区 左記以外

新
た
な
評
価
制
度
を
構
築

現行制度はそのまま活用するが、評価制度の表示を統一する

○ 現在評価制度の存在しない東京以外の法人事業者を対象とする
○ 東京の法人事業者、及び個人事業者は現行の制度を維持・発展させ、

新たな評価制度の下で評価を読み替え、表示を統一する

個人

全国

法
人
タ
ク
シ
ー
事
業
者

ラ
ン
ク
評
価
制
度

マ
ス
タ
ー
ズ
制
度

評価を読み替え、
表示は統一する


